
第Ⅰ章　森林の整備・保全

56－令和６年度森林及び林業の動向 

 

事例Ⅰ－１ 林業普及指導員によるリモートセンシングデータの活用
支援 

鳥取県は令和５(2023)年度に、市町村の森林経営管理制度の実務を支援するため、公益財
団法人鳥取県造林公社内に「鳥取県森林経営管理支援センター」(県と造林公社の共同運営
組織)を設置した。同センターの活動において、県内の市町村が森林経営管理制度を推進し
ていくに当たって、地籍調査未実施により森林の境界が不明確であることが、大きな課題で
あることが判明した。 

このため、同センターに駐在している県の林業普及指導員が中心となり、森林境界明確化
の効率化や地籍調査に資するリモートセンシングデータ(以下「リモセンデータ」という。)
の活用を推進している。具体的には、リモセンデータを活用した地籍調査の規定に準拠した
森林境界明確化業務の参考仕様書や、地籍調査事業へ適応可能な参考歩掛を策定したほか、
市町村職員への研修会等を実施した。 

これらの取組を通じて、リモセンデータを活用し
た森林境界明確化や地籍調査に取り組む市町村が
増える中、森林経営管理制度の更なる進展に向け、
引き続き林業普及指導員による市町村への支援が
期待される。 

市町村等への研修会の様子 

森林総合監理士による主伐・再造林の促進支援 
静岡県賀茂

か も
地域の民有林では、人工林が小規模で分散している上に、木材加工施設や木材

市売市場までの距離が遠いことなどから、素材生産量が伸び悩んでいた。そこで、次世代の
森林の育成と素材生産量の拡大を図るため、地域の市町や林業経営体等が参画する協議会と
県が連携し、市町村森林整備計画における「特に効率的な施業が可能な森林の区域」を設定
の上、対象とする森林において重点的に路網整備と主伐・再造林を推進することとなった。 

県の森林総合監理士は、区域の設定に当たり、航空レーザ計測で得られたデジタル情報を
活用してゾーニングする手法に不慣れな市町職員に対して、個別訪問による技術指導を行う
とともに、地域で素材生産を担う林業経営体に対しては、路網を効率的に整備できるよう、
航空レーザ計測で得られた高精度な地形情報を活用した路網線形の計画手法等について技
術指導を行った。 

これらの支援を通じて、主伐・再造林を重点的に行
う森林の明確化と路網整備の効率化が図られ、当該地
域では令和２(2020)年度からの３年間で、主伐・再造
林面積が1.50haから9.52haに約６倍増加、素材生産量
が年間約15,000㎥から約24,000㎥に約9,000㎥増加す
るとともに、10トン積トラックが通行可能な路網が約
２km開設されるなど、着実に成果が上がっている。 

事例Ⅰ－２  

個別訪問による技術指導の様子 
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